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○高松市中央卸売市場業務条例施行規則 

昭和４７年１月２５日 

規則第３号 

高松市中央卸売市場業務条例施行規則 

目次 

第１章 総則（第１条） 

第２章 市場関係事業者 

第１節 卸売業者（第２条―第１２条） 

第２節 仲卸業者（第１３条―第２０条） 

第３節 売買参加者（第２１条・第２２条） 

第４節 買出人（第２３条・第２４条） 

第５節 関連事業者（第２５条―第３０条） 

第３章 売買取引及び決済の方法（第３１条―第３７条） 

第４章 物品の品質管理（第３８条） 

第５章 市場施設の使用（第３９条―第４７条） 

第６章 監督（第４８条―第５０条） 

第７章 雑則（第５１条・第５２条） 

附則 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、高松市中央卸売市場業務条例（昭和４６年高松市条例第４２号。以下「条

例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

第２章 市場関係事業者 

第１節 卸売業者 

（施設使用許可の申請） 

第２条 条例第９条第３項に規定する申請書は、卸売業者施設使用許可申請書（様式第１号）によ

るものとする。 

２ 前項の申請書には、当該申請をする法人に係る次に掲げる書類を添付しなければならない。 

(１) 登記事項証明書 

(２) 定款 

(３) 直近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書（これらの書類を作成していない場合

には、これらに準ずるもの） 
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(４) 事業計画書（様式第２号） 

(５) 役員名簿 

(６) 役員の住民票の写し 

(７) 誓約書（様式第３号） 

(８) 市税に滞納がないことの証明書 

３ 市長は、条例第９条第１項の許可をしようとする場合において必要があると認めるときは、市

場関係事業者その他関係者の意見を聴くことができる。 

（許可の条件等） 

第３条 市長は、条例第９条第１項の許可に、同条第３項に規定する申請者が遵守事項を遵守する

ことその他高松市中央卸売市場（以下「市場」という。）の施設の適正な使用の確保に必要な条

件を付することができる。 

２ 市長は、条例第９条第１項の許可をした後でも、特に必要があると認めるときは、許可をした

事項及び前項の規定により付した条件を変更することができる。 

（許可の期間の更新） 

第４条 条例第１０条第２項の許可の期間の更新を受けようとする卸売業者は、当該許可の期間の

満了する日の３０日前までに卸売業者施設使用許可申請書（様式第１号）を市長に提出しなけれ

ばならない。 

２ 前項の申請書には、第２条第２項第４号、第７号及び第８号に掲げる書類を添付しなければな

らない。 

３ 第１項の許可の期間の更新については、前条の規定を準用する。 

（欠格条項該当の届出） 

第５条 卸売業者は、条例第１１条第１項各号（第３号、第４号及び第８号を除く。）のいずれか

に該当することとなったときは、遅滞なくその旨を欠格条項該当届出書（様式第４号）により市

長に届け出なければならない。 

（純資産額） 

第６条 条例第１１条第２項の純資産額は、資産の合計金額から負債の合計金額を控除して得た額

とする。 

（保証金の額） 

第７条 条例第１３条に規定する卸売業者の預託すべき保証金の額は、取扱品目の部類ごとに、次

のとおりとする。 

青果部 ４５０万円 

水産物部 ４５０万円 
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（卸売担当者の選任の届出） 

第８条 条例第１６条第２項の規定による届出は、卸売担当者選任届出書（様式第５号）によるも

のとする。 

２ 前項の届出書には、当該卸売担当者の履歴書を添付しなければならない。 

（卸売担当者に係る変更等の届出） 

第９条 条例第１６条第３項の規定による届出は、卸売担当者を変更した場合（卸売担当者の解任

に伴い新たに卸売担当者を選任した場合をいう。）にあっては卸売担当者に係る届出事項変更等

届出書（様式第６号）及び新たに選任した者に係る卸売担当者選任届出書（様式第５号）による

ものとし、卸売担当者を解任し、又は前条の卸売担当者選任届出書（様式第５号）の記載事項に

変更があった場合にあっては卸売担当者に係る届出事項変更等届出書（様式第６号）によるもの

とする。 

２ 前項に規定する卸売担当者を変更した場合における卸売担当者選任届出書については、前条第

２項の規定を準用する。 

（変更等の届出） 

第１０条 条例第１７条の規定による届出は、卸売業者に係る変更等届出書（様式第７号）による

ものとする。 

２ 卸売業者は、第２条第２項第１号、第２号及び第５号に掲げる書類の内容に変更があったとき

は、その旨及びその内容を市長に届け出なければならない。この場合においては、前項の規定を

準用する。 

（事業報告書） 

第１１条 条例第１８条第１項に規定する事業報告書は、卸売市場法施行規則（昭和４６年農林省

令第５２号）別記様式第２号に規定する事業報告書によるものとする。 

（卸売業者の区別） 

第１２条 卸売業者の代表者、役員及びその使用人は、市場内で業務に従事するときは、その者で

あることが容易に判別できるよう一定の帽子を着用することその他の措置をとらなければならな

い。 

第２節 仲卸業者 

（施設使用許可の申請） 

第１３条 条例第２１条第３項の規定による仲卸業者の施設使用許可の申請については、第２条の

規定を準用する。この場合において、同条第３項中「第９条第１項」とあるのは、「第２１条第

１項」と読み替えるものとする。 

（許可の条件等） 
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第１４条 市長は、条例第２１条第１項の許可に、同条第３項に規定する申請者が遵守事項を遵守

することその他市場の施設の適正な使用の確保に必要な条件を付することができる。 

２ 市長は、条例第２１条第１項の許可をした後でも、特に必要があると認めるときは、許可をし

た事項及び前項の規定により付した条件を変更することができる。 

（許可の期間の更新） 

第１５条 条例第２２条第２項の許可の期間の更新については、第４条の規定を準用する。この場

合において、同条第３項中「前条」とあるのは、「第１４条」と読み替えるものとする。 

（欠格条項該当の届出） 

第１６条 仲卸業者は、条例第２３条各号（第３号、第４号及び第８号を除く。）のいずれかに該

当することとなったときは、遅滞なくその旨を欠格条項該当届出書（様式第４号）により市長に

届け出なければならない。 

（保証金の額） 

第１７条 条例第２５条第１項に規定する仲卸業者の預託すべき保証金の額は、第４５条に規定す

る使用料（仲卸業者市場使用料を除く。）の月額の３倍に相当する額とする。 

（変更等の届出） 

第１８条 条例第２６条の規定による届出については、第１０条第１項の規定を準用する。 

２ 第１０条第２項の規定は、仲卸業者について準用する。この場合において、同項中「第２条第

２項第１号」とあるのは、「第１３条において準用する第２条第２項第１号」と読み替えるもの

とする。 

（経営状況報告書等の提出） 

第１９条 条例第２７条に規定する規則で定める書類は、事業年度の末日現在における次に掲げる

書類とする。 

(１) 経営状況報告書（様式第８号） 

(２) 貸借対照表 

(３) 損益計算書 

(４) 利益金処分書又は欠損金処理書 

(５) 役員名簿 

（仲卸業者の区別） 

第２０条 仲卸業者の代表者、役員及びその使用人は、市場内で業務に従事するときは、その者で

あることが容易に判別できるよう一定の帽子を着用することその他の措置をとらなければならな

い。 

第３節 売買参加者 
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（売買参加者の届出） 

第２１条 条例第２９条の規定による届出は、売買参加者届出書（様式第９号）によるものとし、

卸売業者を経由して市長に届け出なければならない。 

２ 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

(１) 履歴書（法人にあっては、代表者の履歴書）（様式第１０号） 

(２) 誓約書（様式第１１号） 

(３) 卸売業者との間で締結した取引協定書の写し又は売買参加者で組織する協同組合に所属し

ていることを証する書類 

(４) その他市長が必要と認める書類 

（変更等の届出） 

第２２条 条例第３０条の規定による届出は、売買参加者に係る届出事項変更等届出書（様式第１

２号）によるものとし、卸売業者を経由して市長に届け出なければならない。 

２ 売買参加者は、前条第２項第３号に掲げる書類の内容に変更があったときは、その旨及びその

内容を市長に届け出なければならない。この場合においては、前項の規定を準用する。 

第４節 買出人 

（買出人の届出） 

第２３条 条例第３１条の規定による届出については、第２１条の規定を準用する。この場合にお

いて、同条第１項中「卸売業者」とあるのは「仲卸業者」と、同条第２項第３号中「卸売業者と

の間で締結した取引協定書の写し又は売買参加者で組織する協同組合に所属していることを証す

る書類」とあるのは「仲卸業者との取引に係る決済の方法を確認することのできる書類の写し」

と読み替えるものとする。 

（変更等の届出） 

第２４条 条例第３２条の規定による届出については、第２２条第１項の規定を準用する。この場

合において、同項中「卸売業者」とあるのは、「仲卸業者」と読み替えるものとする。 

２ 第２２条第２項の規定は、買出人について準用する。この場合において、同項中「前条第２項

第３号」とあるのは、「第２３条において読み替えて準用する第２１条第２項第３号」と読み替

えるものとする。 

第５節 関連事業者 

（施設使用許可の申請） 

第２５条 条例第３３条第３項に規定する申請書は、関連事業者施設使用許可申請書（様式第１３

号）によるものとする。 

２ 前項の申請書には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添付しなければな
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らない。 

(１) 条例第３３条第３項に規定する申請者（以下この節において「申請者」という。）が法人

である場合 当該法人に係る次のアからクまでに掲げる書類 

ア 登記事項証明書 

イ 定款 

ウ 直近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書（これらの書類を作成していない場合

には、これらに準ずるもの） 

エ 事業計画書 

オ 役員名簿 

カ 役員の住民票の写し 

キ 誓約書（様式第１４号） 

ク 市税に滞納がないことの証明書 

(２) 申請者が個人である場合 次のアからカまでに掲げる書類 

ア 履歴書 

イ 住民票の写し 

ウ 資産調書 

エ 事業計画書 

オ 誓約書（様式第１４号） 

カ 市税に滞納がないことの証明書 

（許可の条件等） 

第２６条 市長は、条例第３３条第１項の許可に、申請者が遵守事項を遵守することその他市場の

施設の適正な使用の確保に必要な条件を付することができる。 

２ 市長は、条例第３３条第１項の許可をした後でも、特に必要があると認めるときは、許可をし

た事項及び前項の規定により付した条件を変更することができる。 

（許可の期間の更新） 

第２７条 条例第３４条第２項の許可の期間の更新を受けようとする関連事業者は、当該許可の期

間の満了する日の３０日前までに関連事業者施設使用許可申請書（様式第１３号）を市長に提出

しなければならない。 

２ 前項の申請書には、第２５条第２項第１号に掲げる区分の場合は同号エ、キ及びクに掲げる書

類を、同項第２号に掲げる区分の場合は同号エからカまでに掲げる書類をそれぞれ添付しなけれ

ばならない。 

３ 第１項の許可の期間の更新については、前条の規定を準用する。 
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（欠格条項該当の届出） 

第２８条 関連事業者は、条例第３５条各号（第４号及び第５号を除く。）のいずれかに該当する

こととなったときは、遅滞なくその旨を欠格条項該当届出書（様式第４号）により市長に届け出

なければならない。 

（保証金の額） 

第２９条 条例第３７条第１項に規定する関連事業者の預託すべき保証金の額は、第４５条に規定

する使用料の月額の３倍に相当する額とする。 

（変更等の届出） 

第３０条 条例第３８条の規定による届出は、関連事業者に係る変更等届出書（様式第１５号）に

よるものとする。 

２ 関連事業者は、第２５条第２項第１号ア、イ及びオに掲げる書類の内容に変更があったとき

は、その旨及びその内容を市長に届け出なければならない。この場合においては、前項の規定を

準用する。 

第３章 売買取引及び決済の方法 

（仲卸業者及び売買参加者以外の者への卸売の結果の届出） 

第３１条 条例第４２条第１項の規定による届出は、仲卸業者及び売買参加者以外の者への卸売結

果届出書（様式第１６号）により、当該卸売をした日の属する月の翌月の２０日までに行うもの

とする。 

（市場外にある物品の卸売に係る届出） 

第３２条 条例第４３条第１項の規定による届出は、市場外卸売結果届出書（様式第１７号）によ

り、当該卸売をした日の属する月の翌月の２０日までに行うものとする。 

２ 条例第４３条第２項の規定による届出は、市場外保管施設届出書（様式第１８号）によるもの

とする。 

３ 卸売業者は、前項の届出書の記載事項に変更があったとき、又は当該施設を使用しなくなった

ときは、速やかにその旨及びその内容を市長に届け出なければならない。この場合においては、

同項の規定を準用する。 

（販売原票等の作成） 

第３３条 卸売業者は、売買契約が成立したときは、取引内容を的確に把握することのできる販売

原票を直ちに作成するとともに、売渡票を作成し、その相手方の買受人に交付しなければならな

い。 

（卸売業者による売買取引の条件の公表） 

第３４条 条例第４４条第１項に規定する規則で定める事項は、次のとおりとする。 
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(１) 営業日及び営業時間 

(２) 取扱品目 

(３) 取扱品目の部類に属する物品の引渡しの方法 

(４) 委託手数料その他の取扱品目の部類に属する物品の卸売に関し出荷者又は買受人が負担す

る費用の種類、内容及びその額 

(５) 取扱品目の部類に属する物品の卸売に係る販売代金の支払期日及び支払方法（現金その他

市長が適当と認める方法に限る。） 

(６) 奨励金等がある場合には、その種類、内容及びその額（その交付の基準を含む。） 

２ 条例第４４条第２項の規定による届出は、売買取引条件の公表内容の届出書（様式第１９号）

によるものとする。 

（仲卸業者の卸売業者以外の者からの販売の委託の引受け又は買付けに係る販売の結果の届出） 

第３５条 条例第４５条第１項の規定による届出は、卸売業者以外の者からの販売の委託の引受け

又は買付けに係る販売結果届出書（様式第２０号）により、当該販売をした日の属する月の翌月

の２０日までに行うものとする。 

（卸売予定数量等の報告） 

第３６条 条例第４７条第１項の規定による報告は、卸売予定数量等報告書（様式第２１号）によ

り販売開始時刻までにしなければならない。 

２ 条例第４７条第２項の規定による報告は、取扱高報告書（様式第２２号）により販売終了後直

ちにしなければならない。 

３ 条例第４７条第３項の規定による報告は、品目別、産地別、日別月間卸売金額報告書（様式第

２３号）、種目別、日別月間売上高報告書（様式第２４号）及び卸売方法別、日別月間売上高報

告書（様式第２５号）により行うものとする。 

（卸売業者による卸売予定数量等の公表） 

第３７条 条例第４８条第１項の規定による掲示は、販売開始時刻までにしなければならない。 

２ 条例第４８条第２項の規定による公表は、卸売場の見やすい場所に掲示することにより行わな

ければならない。 

３ 条例第４８条第３項の規定による公表は、当該交付又は受領をした日の属する月の翌月の１０

日までに、委託手数料及び奨励金等の種類ごとに区分して、インターネットの利用その他の適切

な方法により行わなければならない。 

第４章 物品の品質管理 

第３８条 条例第５１条に規定する規則で定める事項は、次のとおりとする。 

(１) 卸売業者は、その卸売の業務に係る施設ごとに、当該施設に係る取扱品目及び設定温度
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（当該施設が温度管理機能を有する施設である場合に限る。）並びに物品の品質管理の責任者

及びその責務を定めるとともに、当該責任者の氏名を当該施設の見やすい場所に掲示しなけれ

ばならないこと。 

(２) 卸売業者は、前号の規定により物品の品質管理の責任者及びその責務を定めたときは、品

質管理責任者に係る届出書（卸売業者用）（様式第２６号）に関係書類を添えて市長に提出し

なければならないこと。当該届出書の記載事項に変更があったときも、同様とする。 

(３) 仲卸業者は、その仲卸の業務に係る施設ごとに、物品の品質管理の責任者を定めるととも

に、当該責任者の氏名を当該施設の見やすい場所に掲示しなければならないこと。 

(４) 仲卸業者は、前号の規定により物品の品質管理の責任者を定めたときは、品質管理責任者

に係る届出書（仲卸業者用）（様式第２７号）を市長に提出しなければならないこと。当該届

出書の記載事項に変更があったときも、同様とする。 

第５章 市場施設の使用 

（市場施設の使用申請等） 

第３９条 条例第５２条第１項の規定により市場施設の使用許可を受けようとする者は、市場施設

使用許可申請書（様式第２８号）を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、条例第５２条第１項の規定による許可をした後でも、特に必要があると認めるとき

は、許可をした事項及び条例第７６条の規定により付した条件を変更することができる。 

（市場施設変更申請） 

第４０条 使用者は、条例第５４条第１項の承認を受けようとするときは、市場施設変更承認申請

書（様式第２９号）に設計図書及び費用見積書を添えて市長に提出しなければならない。 

２ 使用者は、市場施設備付け以外の看板、装飾等を設けようとするときは、市長の承認を受けな

ければならない。この場合においては、前項の規定を準用する。 

３ 市長は、条例第５４条第１項の承認又は前項の承認（以下「変更承認」という。）をした後で

も必要と認めたときは、変更承認に係る建築物等について、相当の指示をし、又は変更若しくは

除去を命ずることができる。 

４ 変更承認又は前項の指示若しくは同項の規定による命令を受けた者は、工事しゅん工後遅滞な

くしゅん工届（様式第３０号）により市長に届け出て、その検査を受けた後でなければ、これを

使用することができない。 

（工事施行及び賠償の免責） 

第４１条 市長は、市場施設の改修を要すると認めるときは、いつでも工事を施行することができ

る。 

２ 前項の場合において、使用者が工事施行のためやむを得ない損害を被ることがあっても、市長
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は、その賠償の責を負わない。 

（施設の清掃等） 

第４２条 使用者は、清掃及び廃棄物の適切な処理並びに消毒を行い、常に市場施設の清潔を保持

しなければならない。 

２ 使用者は、常に商品、容器その他の物件を整理し、通路その他の場所に放置してはならない。 

（共同使用施設の清掃等） 

第４３条 ２人以上共同して、市場施設を使用する場合は、その共同使用者は、当該施設を連帯し

て清掃し、又は消毒しなければならない。 

２ 前項に規定する共同使用者は、清掃又は消毒に関する責任者及び費用の負担方法その他必要な

事項を定めて、市長に届け出なければならない。 

３ 市長は、必要があると認めるときは、第１項の規定による清掃又は消毒に関して、その計画及

び費用の分担を指定することができる。 

（施設の修繕等の命令） 

第４４条 市長は、使用者の設置した施設又は器具が破損したとき、又は破損していない場合であ

っても市場の管理上特に必要があると認めるときは、その修繕又は除却を命ずることができる。 

（使用料） 

第４５条 条例第５９条第１項に規定する規則で定める使用料は、別表のとおりとする。 

（使用料及び使用面積の計算方法） 

第４６条 前条の規定による使用料の算出において、使用面積に１平方メートル未満の端数がある

ときは、その端数は１平方メートルとして計算する。使用面積が１平方メートルに満たないとき

も同様とする。 

２ 条例第５９条第５項の規定による日割計算の方法は、月額料金の額にその月において使用した

日数を乗じて得た額を３０で除するものとする。 

（使用料の納期） 

第４７条 月額による使用料は、その月分（市場使用料にあっては前月分）を毎月末日（その日が

日曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日又は土曜日に当

たるときは、これらの日の翌日）までに納付しなければならない。 

２ 月の中途において使用を完了するものに係る使用料は、使用完了の日に納付しなければならな

い。 

３ 月額により難いものに係る使用料は、その都度徴収する。 

第６章 監督 

（残高試算表の提出） 
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第４８条 卸売業者は、毎月末日をもって残高試算表を作成し、翌月１０日までに市長に提出しな

ければならない。 

（検査員証） 

第４９条 条例第６２条第２項に規定する証明書は、高松市中央卸売市場検査員証（様式第３１

号）によるものとする。 

（改善措置命令に係る財務の指標） 

第５０条 条例第６３条第１項及び第３項に規定する規則で定める場合は、次の各号のいずれかに

該当する場合とする。 

(１) 流動資産の合計金額の流動負債の合計金額に対する比率が１を下回った場合 

(２) 資本の合計金額の資本及び負債の合計金額に対する比率が０．１を下回った場合 

(３) 連続する３以上の事業年度において、経常損失が生じた場合 

第７章 雑則 

（掲示事項） 

第５１条 市長は、次に掲げる場合においては、市場内にこれを掲示する。その変更があったとき

も、同様とする。 

(１) 条例第５条第２項の規定により、休日に開場し、又は休日以外の日に開場しないこととし

たとき。 

(２) 条例第６条第２項の規定により、販売開始時刻及び販売終了時刻を定め、又は変更したと

き。 

(３) 条例第４０条第２項の規定により、売買取引の方法を指示したとき。 

(４) 条例第４６条第３項の規定により、物品の売買を差し止め、又は撤去を命じたとき。 

(５) 条例第６４条の規定に基づく処分があったとき。 

(６) 前各号に掲げる場合のほか、市長が掲示する必要があると認めるとき。 

（委任） 

第５２条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。 

附 則 

１ この規則は、昭和４７年２月１日から施行する。 

２ 次に掲げる規則は、廃止する。 

(１) 高松市中央卸売市場業務条例施行規則（昭和４２年高松市規則第１０号） 

(２) 高松市中央卸売市場運営審議会規則（昭和４２年高松市規則第９号） 

附 則（昭和５０年３月２９日規則第１６号） 

この規則は、昭和５０年４月１日から施行する。 
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附 則（昭和５２年９月２９日規則第２８号） 

１ この規則は、昭和５３年１月１日から施行する。 

２ 改正後の高松市中央卸売市場業務条例施行規則別表２金額の項中併記欄については、この規則

の施行日前から使用している施設の使用料については上段の金額を、この規則の施行日以後に使

用を始める施設の使用料については下段の金額を適用する。 

附 則（昭和５３年９月２５日規則第４２号） 

１ この規則は、昭和５３年１２月１日から施行する。 

２ 改正後の高松市中央卸売市場業務条例施行規則別表２、付属営業人売場使用料及びバナナ発酵

室使用料の金額の項中併記欄については、この規則の施行日前から使用している施設の使用料に

ついては上段の金額を、この規則の施行日以後に使用を始める施設の使用料については下段の金

額を適用する。 

附 則（昭和５４年６月２２日規則第２０号） 

この規則は、昭和５４年７月１日から施行する。 

附 則（昭和５５年３月２７日規則第１３号） 

１ この規則は、昭和５５年４月１日から施行する。ただし、第４条の改正規定並びに別表２中冷

蔵庫使用料及び土地使用料に係る改正部分は、昭和５５年１２月１日から施行する。 

２ この規則による改正後の高松市中央卸売市場業務条例施行規則別表２金融機関施設使用料及び

会議室使用料の金額の項中併記欄については、この規則の施行日前から使用している施設の使用

料については上段の金額を、この規則の施行日以後に使用を始める施設の使用料については下段

の金額を適用する。 

附 則（昭和５５年１２月１日規則第４１号） 

この規則は、昭和５６年４月１日から施行する。 

附 則（昭和５６年３月２８日規則第９号） 

この規則は、昭和５６年４月１日から施行する。 

附 則（昭和６０年３月２０日規則第５号） 

この規則は、昭和６０年４月１日から施行する。 

附 則（昭和６１年３月２７日規則第１０号） 

この規則は、昭和６１年４月１日から施行する。 

附 則（昭和６１年６月２７日規則第２９号） 

この規則は、昭和６１年８月１日から施行する。 

附 則（昭和６３年１２月２４日規則第４２号） 

この規則は、昭和６４年２月１日から施行する。 
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附 則（平成元年３月２９日規則第１５号） 

この規則は、平成元年４月１日から施行する。ただし、別表２の改正規定は、同年５月１日から

施行する。 

附 則（平成２年３月２９日規則第５号） 

この規則は、平成２年４月１日から施行する。 

附 則（平成３年３月２２日規則第２５号） 

この規則は、平成３年４月１日から施行する。 

附 則（平成６年９月２８日規則第３６号） 

この規則は、行政手続法（平成５年法律第８８号）の施行の日（平成６年１０月１日）から施行

する。 

附 則（平成７年３月２７日規則第２０号） 

この規則は、平成７年４月１日から施行する。 

附 則（平成８年１１月２２日規則第３７号） 

この規則は、平成９年１月１日から施行する。 

附 則（平成９年３月２７日規則第１８号） 

この規則は、平成９年４月１日から施行する。 

附 則（平成１２年３月２７日規則第１１号） 

この規則は、平成１２年４月１日から施行する。 

附 則（平成１３年３月２３日規則第２１号） 

この規則は、平成１３年４月１日から施行する。 

附 則（平成１３年６月２８日規則第５２号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成１７年３月２４日規則第１４号） 

この規則は、平成１７年４月１日から施行する。ただし、第１３条、第１８条、様式第６号及び

様式第１０号から様式第１０号の３までの改正規定は、公布の日から施行する。 

附 則（平成１８年３月２３日規則第５２号） 

この規則は、高松市中央卸売市場業務条例の一部を改正する条例（平成１８年高松市条例第２４

号）の施行の日（平成１８年５月１日）から施行する。 

附 則（平成２１年１月１９日規則第３号） 

この規則は、平成２１年４月１日から施行する。 

附 則（平成２５年４月２２日規則第３１号） 

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第２の改正規定は、平成２５年５月１日から
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施行する。 

附 則（平成２６年２月６日規則第３号） 

この規則は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則（平成２７年３月２５日規則第１３号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２７年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正前の高松市中央卸売市場業務条例施行規則（昭和４７年高松市規則第３号。以下「改正前

規則」という。）の規定により行うこととされている高松市中央卸売市場花き部の卸売業者に係

る手続その他の行為であって、この規則の施行の際現に行われていないものについては、なお従

前の例による。 

３ この規則の施行の際改正前規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修

正を加え、なお使用することができる。 

附 則（平成３１年３月２８日規則第１５号） 

１ この規則は、平成３１年１０月１日から施行する。ただし、様式第７号、様式第１４号、様式

第２６号、様式第４１号及び様式第４２号の改正規定は、公布の日から施行する。 

２ 改正前の様式第７号、様式第１４号、様式第２６号、様式第４１号及び様式第４２号に規定す

る様式による用紙は、当分の間、所要の修正をして使用することができる。 

附 則（令和２年５月８日規則第４６号） 

（施行期日） 

１ この規則は、令和２年６月２１日から施行する。ただし、附則第４項の規定は、公布の日から

施行する。 

（経過措置） 

２ 高松市中央卸売市場業務条例の一部を改正する条例（令和２年高松市条例第１７号。以下「改

正条例」という。）附則第４項後段の規定の適用を受ける者に係る欠格条項該当の届出及び経営

状況報告書等の提出については、なお従前の例による。 

３ この規則の施行の際現に改正前の高松市中央卸売市場業務条例施行規則（以下「旧規則」とい

う。）第１７条第１項の規定により交付されている帽子及び仲卸業者章並びに旧規則第２３条第

１項の規定により交付されている帽子及び売買参加者章については、市長が指定する日までに返

還しなければならない。 

４ 改正条例による改正後の高松市中央卸売市場業務条例（昭和４６年高松市条例第４２号）第４

４条第１項の規定による公表をしようとする者は、この規則の施行前においても、改正後の高松
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市中央卸売市場業務条例施行規則（以下「新規則」という。）第３４条第２項及び様式第１９号

の規定の例により同条第４４条第２項の届出を行うことができる。 

５ 改正条例附則第１３項の適用を受ける者に係る関連事業者売場使用料については、同項に規定

する規則で定める日までの間は、旧規則別表第２関連事業者売場使用料の項の規定は、なおその

効力を有する。 

６ この規則の施行の日前に旧規則の規定によりなされた手続その他の行為であって、新規則の規

定に相当する規定があるものは、新規則の相当の規定によりなされた手続その他の行為とみな

す。 

附 則（令和６年１月２９日規則第２号） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ この規則の施行の際現に使用を許可されている者に係る既納の使用料については、なお従前の

例による。 

別表（第４５条関係） 

青果部 

種別 使用料 摘要 

卸売業者市場使用料 卸売をした物品の単価と数量と

の積の合計額の１，０００分の

３に相当する額に１００分の１

１０を乗じて得た額 

加工食料品、植物性乾

物及びその加工品その

他食品並びにすり身、

餌
じ

料及び稚魚に限り、

１，０００分の１に相

当する額に１００分の

１１０を乗じて得た額 

仲卸業者市場使用料 売上金額の１，０００分の３に

相当する額に１００分の１１０

を乗じて得た額 

 

卸売業者売場使用料 １平方メートルにつき月額 

２３７円 

 

仲卸業者売場使用料 １平方メートルにつき月額 

１，９５３円 

 

買荷保管所又は買荷積込所使用

料 

１平方メートルにつき月額 

７５７円 

 

卸売業者事務所使用料 １平方メートルにつき月額 

１，６１４円 

 

仲卸業者事務所使用料 １平方メートルにつき月額 

１，０４４円 
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倉庫Ａ使用料 １平方メートルにつき月額 

１，３３３円 

 

倉庫Ｂ使用料 １平方メートルにつき月額 

１，２２０円 

 

加工場使用料 １平方メートルにつき月額 

１，３３３円 

 

屋内共用部使用料 １平方メートルにつき月額 

１，２２０円 

 

屋外共用部使用料 １平方メートルにつき月額 

１２４円 

 

土地使用料 １平方メートルにつき月額 

１２４円 

 

冷蔵庫使用料 １平方メートルにつき月額 

１，４４５円 

 

駐車場使用料 月額１台当たり３，７４０円  

備考 

１ この表において「売上金額」とは、消費税額及び地方消費税額を含まない売上金額を

いう。 

   ２ 使用料に１円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。 

水産物部等（管理棟、加工水産物棟、関連商品売場棟及び冷蔵庫棟を含む。） 

種別 使用料 摘要 

卸売業者市場使用料 卸売をした物品の単価と数量と

の積の合計額の１，０００分の

３に相当する額に１００分の１

１０を乗じて得た額 

加工食料品、植物性乾

物及びその加工品その

他食品並びにすり身、

餌
じ

料及び稚魚に限り、

１，０００分の１に相

当する額に１００分の

１１０を乗じて得た額 

仲卸業者市場使用料 売上金額の１，０００分の３に

相当する額に１００分の１１０

を乗じて得た額 

卸売業者売場使用料 １平方メートルにつき月額 

１３６円 

 

仲卸業者売場使用料 １平方メートルにつき月額 

１，１２１円 

 

関連事業者売場使用料 １平方メートルにつき月額 

１，４９５円 
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買荷保管所又は買荷積込所使

用料 

１平方メートルにつき月額 

１２４円 

水産北棟に限る。 

１平方メートルにつき月額 

４３５円 

 

業者事務所使用料 １平方メートルにつき月額 

８３４円 

 

倉庫使用料 １平方メートルにつき月額 

４９８円 

 

会議室使用料 １回につき 

１，３７１円 

 

冷蔵庫使用料 １平方メートルにつき月額 

４７３円 

 

土地使用料 １平方メートルにつき月額 

６２円 

 

冷蔵庫使用料 １平方メートルにつき月額 

４７３円 

 

福利厚生施設 

（休養室）使用料 

１平方メートルにつき月額 

８１６円 

 

屋上駐車場使用料 月額１台当たり 

１，８７０円 

 

備考 

１ この表において「売上金額」とは、消費税額及び地方消費税額を含まない売上金額をい

う。 

２ 使用料に１円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。 

附 則（令和７年２月２８日規則第４号） 

（施行期日） 

１ この規則は、令和７年４月７日から施行する。 

（経過措置） 

２ 高松市中央卸売市場設置条例等の一部を改正する条例（令和６年高松市条例第３７号）附

則第２項に規定する規則で定める額は、次の表のとおりとする。 

卸売業者売場使用料 １平方メートルにつき 月額２０３円 

仲卸業者売場使用料 １平方メートルにつき 月額１，６７０円 
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加工場使用料 １平方メートルにつき 月額９１０円 

買荷保管所又は買荷積込所使用料 １平方メートルにつき 月額６４８円 

卸売業者事務所使用料 １平方メートルにつき 月額１，３５３円 

仲卸業者事務所使用料 １平方メートルにつき 月額９５０円 

屋内共用部使用料 １平方メートルにつき 月額８３３円 

倉庫Ａ使用料 １平方メートルにつき 月額９１０円 

倉庫Ｂ使用料 １平方メートルにつき 月額８３３円 

冷蔵庫使用料 １平方メートルにつき 月額９８７円 

３ 第１条の規定による改正前の高松市中央卸売市場業務条例施行規則様式第１号及び様式第３号

から様式第３０号までに規定する様式による用紙は、当分の間、所要の修正をして使用すること

ができる。 

附 則（令和７年５月３０日規則第４５号） 

この規則は、令和７年６月１日から施行する。 

 


